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現行の医療機能情報提供制度の概要

1. 目的
病院、診療所、歯科診療所及び助産所に対して、その医療機能に関する情報を都道府

県へ報告することを義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分か
りやすい形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択
を支援することを目的として平成19年度より開始した。

2. 実施主体
都道府県を実施主体とする。 各都道府県によっては、救急・災害医療情報を含む独自

の情報提供体制と一体的に実施している場合もある。

3. 対象項目
参考資料を参照。

4. 報告手続等
病院等の管理者は、省令及び告示で定める事項を、所在する都道府県に 報告する（報

告の頻度は年１回以上）。病院の名称や所在地などの基本情報に変更があった場合には、
速やかに都道府県に対して報告を行う。

5. 公表方法
一定の検索機能を有するシステムにより、インターネットを通じて公表。併せて県庁にお

いて書面又は備え付けのインターネット端末等でも情報を公開。
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医療機能情報提供制度について

病院等に対して、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報（医療機能
情報）について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、わかりやす
く提供する制度

創設前

 病院等の広告
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による広報

※ 病院等からの
任意情報

 院内掲示 等

現行制度

（平成19年4月～）

病

院

等

都
道
府
県

住

民

 病院等管理者は、
医療機能情報を都
道府県に報告

 集約した情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で
わかりやすく提供

 医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言

 医療機能情報を病院等において閲覧に供すること（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可）
 正確かつ適切な情報の提供（努力義務）
 患者等からの相談に適切に応ずること（努力義務）

① 管理・運営・サービス等に関する事項（基本情報（診療科目、診療日、
診療時間、病床数等）、アクセス方法、外国語対応、費用負担等）

② 提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医（広告可能なもの）、
保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンド
オピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等）

③ 医療の実績、結果等に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等）

① 必要な情報は一律提供
② 情報を集約化
③ 客観的な情報をわかり

やすく提供
④ 相談助言機能の充実

視点

医療機能情報の具体例

病院等に関する
情報を入手する手段
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１．医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について
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１．背景
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○ 医療機能情報提供制度（以下「本制度」という。）については、現状の課題として、都

道府県ごとに情報提供システムの機能や公表方法、公表情報の粒度が異なること等が

指摘されている。また、病院等の報告負担の軽減、公表情報の正確性の確保等も求め

られているところ。

○ 今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第31号。以下「改正法」という。）が成立し、厚生労働

大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって必要な措

置を講ずることとされた（令和６年４月施行）。

○ これを受けて、都道府県ごとに個別に運用されている病院等の医療機能に係る情報

提供システムとそのデータを集約して、全国統一的な情報提供システム（以下「医療情

報ネット」という。）を構築し、利便性の向上を図ることとしている。

あわせて、医療情報ネットでは、医療機能情報の病院等からの報告に際して、医療機

関等情報支援システム（G-MIS）を活用することを予定しており、これにより他制度の報

告との共通化が可能になり、病院等の報告負担の軽減を図ることとしている。



２．概要
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○ 改正法による改正後の医療法における本制度に係る規定の令和６年４月１日の施行

に向けて、本制度の各都道府県における実施方法等について定めた「医療機能情報提

供制度実施要領」（平成19年３月30日付け医政発第0330013号厚生労働省医政局長通

知の別添）を別添１のとおり改正することとしたい。

○ なお、医療情報ネットの住民・患者等への公開開始は、改正法による改正後の医療

法における本制度に係る規定同様、令和６年４月の予定。

これに伴い、本制度に係る病院等からの報告は、令和５年度定期報告（令和６年１月

～３月）より、G-MISを経由する方法で実施予定。



第20回 医療情報の提供内容等のあり方に
関する検討会（令和５年１月12日） 資料１
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主体 令和2年度
（2020年度）

令和3年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）
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（2023年度）
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全国統一システム構築の構築状況説明

要件定義

Ｇ－ＭＩＳと都道府県システムとの全項目CSV連携 開発・テスト

医療機能・薬局機能の報告関連機能の開発・設計

テストデータ移行 定期報告準備移行

要件定義更新 診療報酬改定等を踏まえた報告項目の改定

全国統一システムと都道府県システムと
のAPI連携に向けた調整

全国統一システム構築開始★

テスト移行データ
取りまとめ

定期報告準備データ移行
取りまとめ

全国統一システム 設計・開発・テスト

全国統一システムにおけ
る公表項目の標準化

G-MIS 報告機能サービスイン①（R5年７月末予定）★

独自項目登録申請
プレテスト
データ移行

現行システム運用

定期報
告準備

定期報告
対応

全国統一システムと都道府県システムとの連携に向けたシステム改修

全国統一システム（関係者向け）サービスイン★
全国統一システム（住民・患者向け）サービスイン★

要件調整

令和５年度
定期報告

プレテストデータ移行

⚫ 全国統一システム構築に向け、要件定義の更新及び都道府県独自項目の取りまとめを実施。全国統一シス
テム及びG-MISの設計・開発（～Ｒ５年１０月）に着手。

⚫ 令和５年度定期報告（１月～３月）より、全国統一システム及びG-MISを利用して報告業務を実施予定。

R４年度
診療報酬改定★

現在の進捗

新規ユーザ
登録申請

新規ユーザ
登録申請

新規ユーザ登録依頼

新規ユーザ登録

テストデータ移行（当番医）
本番移行
（当番医）

本番データ（当番医）
画面入力

テストデータ移行（当番医）

本番移行
（当番医）

定期報告準備データ移行

利用者
（関係機関）

利用者
（医療機関・薬

局）

報告等データ

テストデータ移行

利用者
（関係機関）

利用者
（医療機関・薬局）

報告等データ

差分
データ入
力

全国統一システム
ユーザ情報収集

G-MIS 報告機能サービスイン②（R5年11月下旬予定）★

G-MIS 報告機能サービスイン③（R６年1月初旬予定）★

第20回 医療情報の提供内容等のあり方に
関する検討会（令和５年１月12日） 資料１
（一部改編）
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３．主な改正の内容
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○ 改正医療法の内容を、以下のとおり反映

・ 本制度で病院等から報告を受ける医療機能情報の定義を「医療を受ける者が身近な

地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機

能（かかりつけ医機能）その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の

選択を適切に行うために必要な情報」に改正（第６条の３第１項関係）

⇒別添１ ｐ１ 「１目的」

１ 目的
医療機能情報提供制度（以下「本制度」という。）は、医療法第６条の３に基づき、病院、診療所及び助産所（以
下「病院等」という。）に対し、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、
その他の医療の提供を行う機能（かかりつけ医機能）その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院
等の選択を適切に行うために必要な情報（以下「医療機能情報」という。）について、都道府県知事への報告を義
務付け、都道府県知事は報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、
住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的とするものである。



３．主な改正の内容（続き）
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○ 改正医療法の内容を、以下のとおり反映

・ 本制度で病院等から報告を受けた医療機能情報の内容について、都道府県知事から

厚生労働大臣への報告に関する規定を新設（第６条の３第５項関係）

⇒別添１ ｐ７～８ 「４（２）③ 厚生労働大臣への報告」

③ 厚生労働大臣への報告
・ 都道府県知事は、病院等から医療機能情報の報告を受けたときは、必要に応じて②の確認を行ったうえで、
その報告の内容を別途厚生労働省令で定める方法（G-MISを用いた方法）により厚生労働大臣に報告する
ものとする。
・ 都道府県が、病院等からG-MISを経由する方法で報告を受けた場合、都道府県がG-MISにおいて報告内容の
確認を完了することをもって、厚生労働大臣への報告を行ったものとみなす。
・ なお、都道府県において紙媒体又は電子媒体により調査票の送付及び回収等を行った場合は、都道府県又
は都道府県の委託する法人等によりG-MISに代理入力を行うものとする。

・ 厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提

供のため、都道府県知事による医療機能情報の公表に関し必要な措置を行うものとさ

れており、都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報告された医療機

能情報を公表することを規定。（第６条の３第７項関係）
⇒別添１ ｐ８ 「４（３）② 医療機能情報の公表方法」

② 医療機能情報の公表方法
・ 都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報告された医療機能情報を公表し、住民・患者への
情報提供を行うため、適宜医療情報ネットの情報を更新するものとする。



３．主な改正の内容（続き）
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○ 医療機能情報の報告時点・報告時期・報告方法について、都道府県知事の定めるところ

により、G-MISを経由する方法等で、原則、毎年１月１日時点の医療機能情報について、当

該年の１月１日から３月31日までの間の１回を含む年１回以上、病院等に報告を求めること

を規定。

⇒別添１ ｐ５ 「４（２）① 医療機能情報の報告時点・報告時期・報告方法」

① 医療機能情報の報告時点・報告時期・報告方法
・ 都道府県知事は、都道府県知事の定めるところにより、病院等に対して、医療機関等情報支援システム（以下「G-

MIS」という。）を経由する方法等により、原則として、毎年１月１日時点の医療機能情報について、当該年の１月１日
から３月31日までの間の１回を含む年１回以上、報告を求めることとする。

○ 利便性向上の観点から、医療情報ネットが有する機能等を規定。
⇒別添１ ｐ12～13 「４（５） その他」

（５） その他
・ 医療情報ネットについては、利便性向上の観点から、以下の機能等を有するものとする。
ア 都道府県横断の検索、都道府県単位での検索の両方を可能とする機能
イ 任意のキーワードによる検索を可能とする機能
ウ 急いで病院等を検索する際に使用することを想定し、検索時点で診療中又は休日・夜間対応の病院等の検索を可能
とする機能
エ 医療情報ネットで公表される医療機能情報の項目の中から任意のものを検索条件として設定する検索を可能とする
機能
オ 検索結果について、検索頻度の高い項目のアイコンによる表示
カ 検索結果について、病院等の基本情報等のみの簡易表示と詳細情報の表示とを選択可能にするなどの情報の階層化
キ 画面の表示を外国語に自動翻訳する機能。音声読み上げする機能
ク 携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする機能
ケ 医療情報ネットの利便性に係る意見・要望等を利用者がメールフォームで送信する機能。利用者満足度の調査機能



３．主な改正の内容（続き）
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○ 正確かつ適切な医療機能情報を住民・患者へ提供する観点における、医療法上の都

道府県知事の責務（病院等に適正な報告を促すこと）、厚生労働大臣の責務（医療情報

ネット、G-MISの整備及び適切な運用）を明記。その上で、厚生労働省は、住民・患者、病

院等から都道府県に寄せられる医療情報ネット、G-MISの機能に関する質問について、

都道府県の回答を支援する窓口を設ける等、必要な体制を整備することを規定。

また、都道府県知事が病院等から報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分

かりやすい形で提供し、住民・患者による病院等の適切な選択を支援する観点から、

厚生労働省は住民・患者、都道府県等からの医療情報ネットの利便性向上に係る意見・

要望を踏まえたシステム整備を継続的に行っていくことを規定。

⇒別添１ ｐ13～14 「４（５） その他」

（５） その他
（略）
なお、正確かつ適切な医療機能情報を住民・患者へ提供する観点から、医療法第６条の３第８項の規定に基づ
き、都道府県知事には、病院等から医療機能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされた場合におい
て、指導等を行うことにより、適正な報告を促す責務がある。
一方、厚生労働大臣には、医療法第６条の３第７項の規定に基づく、都道府県知事による医療機能情報の公表
に関し必要な助言、勧告その他の措置として、医療情報ネット、G-MISを整備し、適切に運用する責務がある。
その一環で、厚生労働省は、住民・患者、病院等から都道府県に寄せられる医療情報ネット、G-MISの機能に関
する質問について、都道府県の回答を支援する窓口を設ける等、必要な体制を整備することとする。
また、都道府県知事が病院等から報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供し、住
民・患者による病院等の適切な選択を支援する観点から、住民・患者、都道府県等からの医療情報ネットの利便
性向上に係る意見・要望を踏まえたシステム整備を継続的に行っていくこととする。



３．主な改正の内容（続き）
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新 旧

第六条の三 病院、診療所又は助産所（以下この条において「病院等」とい

う。）の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が

身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医

療の提供を行う機能（以下「かかりつけ医機能」という。）その他の病院等の

機能についての十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要

な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府

県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等におい

て閲覧に供しなければならない。

第六条の三 病院、診療所又は助産所（以下この条において「病院等」とい

う。）の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が

病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定め

る事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該

事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、

厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報

告するとともに、公表しなければならない。

５ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項

の規定により報告された事項を公表しなければならない。

６ （略） （新設）

７ 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の

区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県

知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置

を行うものとする。

（新設）

８ 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による

報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の

開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容

を是正させることを命ずることができる。

６ 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による

報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の

開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容

を是正させることを命ずることができる。

【参考】医療法新旧対照表



２．医療情報ネットにおける住民・患者への

わかりやすい情報提供について
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➢ 国民・患者が、かかりつけ医機能その他の医療提供施設の機能を十分に理解した上で、自ら適切に医
療機関を選択できるよう、「医療機能情報提供制度」（※）の充実・強化を図る。

（※）医療機能情報提供制度は、国民・患者による医療機関の適切な選択を支援するため、医療機関に対し、医療機能に関する情報（診療科目、診療
日、診療時間、対応可能な治療内容等）について都道府県知事への報告を義務づけ、それを都道府県知事が公表する制度。

【見直しのポイント】

① 医療機能情報提供制度について、かかりつけ医機能その他の医療提供施設の機能の理解に基づく、国民・患者の医
療機関の適切な選択に資するという制度趣旨を明確化

＜かかりつけ医機能＞
身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能を「かかりつけ医機能」と定義

② 全国の情報を一元化・標準化した全国統一システムを構築し、より検索性が高くわかりやすい情報を提供

③ 国民・患者へのわかりやすい情報提供ができるよう、情報提供項目を見直す（厚生労働省令）

（具体的な項目の内容については、今後、有識者等の参画を得て検討。）

・情報の確認
・住民への情報提供

厚生労働省
全国統一システムを構築

全国統一ｼｽﾃﾑ

・ 分かりやすい提供情報
・ 都道府県の枠を超えた検索が可能

報告

• 日常的な医学管理及び重症化
予防

• 地域の医療機関等との連携
• 在宅医療支援、介護等との連

携
• 適切かつ分かりやすい情報の

提供
• 地域包括診療加算の届出
• 地域包括診療料の届出
• 小児かかりつけ診療料の届出
• 機能強化加算の届出

かかりつけ医機能に関する
現在の情報提供項目

国民・患者目線でわかりやすい内容に見直し

◆ 対象者の別（高齢者、障害者、子
どもなど）

◆ 日常的によくある疾患への幅広い
対応

◆ 医療機関の医師がかかりつけ医機
能に関して受講した研修など

◆ 入退院時の支援など医療機関との
連携の具体的内容

◆ 休日・夜間の対応を含めた在宅医
療や介護との連携の具体的内容

情報提供項目のイメージ（案）

報告

【住民・患者】

医療機関を適切に選択

医療機能情報提供制度の刷新

※R4.12.28医療部会とりまとめ（抜粋）

【都道府県】

令和５年9月29日 第102回社会保障審議会医療部会 資料１

全国統一システム
は令和６年４月に
運用開始予定
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医療情報ネットの機能概要①

⚫ 全国の病院・診療所・歯科診療所・助産所及び薬局について都道府県を跨いで探すことが可能。
⚫ 「キーワード」、「急いで（科目と場所から）」、「じっくり（設備や対応内容などから）」の様々な探し方が可能。
⚫ 誰もが使いやすいように文字サイズ変更、音声読み上げ、多言語翻訳（英語、中国語[簡体/繁体]、韓国語）に対応。

■PCで表示した場合

第20回 医療情報の提供内容等のあり方に
関する検討会（令和５年１月12日） 資料１
（一部改編）
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医療情報ネットの機能概要②

⚫ マイホーム登録によりマイホームを中心とした検索に対応
⚫ 当番医（休日夜間対応医療機関）を電話やFAXで案内することが可能

■スマートフォンで表示した場合

第20回 医療情報の提供内容等のあり方に
関する検討会（令和５年１月12日） 資料１
（一部改編）
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医療情報ネットの機能概要③

⚫ 検索結果は「リスト表示」と「地図表示」の2パターンの切り替え等が可能。

■表形式（画面例） ■地図形式（画面例）

検索結果の並べ替えも可能です。

表示形式を切り替え可能です。

第20回 医療情報の提供内容等のあり方に
関する検討会（令和５年１月12日） 資料１
（一部改編）
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情報提供項目を分かりやすく伝える方法（案）ー用語解説の整備ー

19

○ 医療機能情報提供制度の情報提供項目について、住民・患者の理解促進のため、充

実した「用語解説」を現行の情報提供システム内に整備している都道府県がある。

○ これを参考に、令和４年度「医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度の全国

統一システム構築に係るプロジェクト管理支援業務」（厚生労働省委託事業）のワーキン

ググループにおいて検討を行い、別添２の用語解説案を作成している。

用語解説案の説明ぶりについては、別添２の通りとしてはどうか。利用者が簡便に知り

たい解説に辿り着くことができるよう工夫（※１）を行った上で、医療情報ネットの検索画面

上で閲覧可能とすることとしてはどうか。

※１ 目次を整備し、目次の用語をクリック／タップすることで用語解説に遷移するように設計する等

また、更なるユーザビリティの向上につながる表示方法（※２）等を検討し、次年度以降
にシステムに反映することとしてはどうか。

※２ 例えば、検索画面の項目横に「？」アイコンを追加し、アイコンにカーソルを重ねると、解説が記載された小窓が表示されるな
どの個別の用語解説が参照できるような表示方法



対象者別の情報提供のあり方（案）

20

○ 医療情報ネットについては、高齢者・障害者等を利用者として想定し、JIS X 8341-3（高齢者・障害者

等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第3部：ウェブコンテンツ）等

のアクセシビリティに関するガイドラインに基づき作成したチェック項目（※１）への適合を確認している。

※１ 色の違いを識別しにくい利用者（視覚障害の方等）を考慮し、文字と背景色とのコントラストを高めて、文字の視認性を確保する。

動くものに注意を奪われたり，読み上げ音声が聞きづらくなったりすることで、ページ全体の利用を妨げられる利用者を考慮し、動画および音

声の自動再生は避け、利用者が停止できる機能を提供する。 等

○ また、例えば、医療情報ネットの利用対象者の一つである障害者に配慮した医療提供を行っている

医療機関を検索したい場合、「障害者」等の任意のキーワード検索も可能である他、21～23ページの

流れで、既存の情報提供項目（例：障害者に対するサービス内容、車椅子等利用者に対するサービ

ス内容）をもとに検索条件を設定して検索ができるようになっている。

○ より対象者ごとの検索性・利便性を高め、わかりやすい情報提供を行うため、医療情報ネット上に

利用者区分を選択できるボタンを設定した上で、利用者区分ごとの検索条件設定ページを作成して、

各利用者区分で特に利用頻度が高そうな項目がチェックできるようにすることが考えられる。

検索条件設定ページを新たに作成する利用者区分については、「高齢者」、「小児」、「障害児・者、

難病患者」とすることとしてはどうか。

また、各利用者区分のページで検索条件とする利用頻度が高そうな項目として、別添２の案につい

てどのように考えるか。この案をもとに、次年度、システム改修を行うこととしてはどうか。（住民・患者

向けの機能リリースは令和７年４月を想定）。



21

【トップページ】１．「他の項目で探す」を押す。

21

＜医療情報ネット（令和６年４月時点）における「既存の情報提供項目をもとに検索条件を設定する検索」の流れ＞



22

【他の項目で探す ページ】
２．「院内サービス、院内体制等」にチェックを入れて「決定」を押す。

22



【院内サービス、院内体制等で探す ページ】
３．「障害者に対するサービス内容」や「車椅
子等利用者に対するサービス内容」に関
する項目をチェックし、「検索」を押す。
※その他、ページ下部で場所や受付日時、医療機関の種別、

診療科目を設定可能

23



対象者別の情報提供のあり方（案） ①高齢者

○ 既存の都道府県の情報提供システムにおいても、在宅医療、介護サービス、緩和ケアや認知症

への対応状況等を検索条件に設定した情報提供が行われている。

（例）目的別検索（「いろいろな条件でさがす」等）の一つとして「在宅医療でさがす」、「介護サービスでさがす」、

「緩和ケアでさがす」、「認知症に対応できる」等のボタンを設定

○ 医療情報ネットにおいては、「高齢者」の利用者区分を選択できるボタンを設定した上で、下記の

ような項目について、「高齢者向けの検索条件設定ページ」で選択できるようにしてはどうか。

（例） ※項目案は別添２

・診療科目（老年内科、老年精神科等）

・車椅子等利用者に対するサービス内容（施設のバリアフリー化の実施、車椅子等利用者用駐車施設の有無等）

・併設している介護施設

・対応することができる予防接種（結核、インフルエンザ、成人の肺炎球菌感染症の予防接種）

・対応することができる在宅医療

・対応することができる介護サービス

・対応することができる疾患・治療の内容

精神科・神経科領域（認知症、重度認知症患者デイ・ケア、等）

耳鼻咽喉領域、歯科領域（摂食機能障害の治療）

リハビリ領域（認知症患者リハビリテーション）

その他（在宅における看取り）
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対象者別の情報提供のあり方（案） ②小児

○ 既存の都道府県の情報提供システムにおいても、小児に係る診療科目（小児科、小児外科、小

児歯科等）や小児領域の疾病への対応状況等を検索条件に設定した情報提供が行われている。

（例）トップページに「こどもの病気（やケガ）」のボタンを設定

目的別検索（「いろいろな条件でさがす」等）の一つとして「こどもの病気やケガでさがす」、「小児疾患でさが

す」等のボタンを設定

○ 医療情報ネットにおいては、「小児」の利用者区分を選択できるボタンを設定した上で、下記のよ

うな項目について、「小児向けの検索条件設定ページ」で選択できるようにしてはどうか。

（例） ※項目案は別添２

・診療科目（小児科、小児外科、小児歯科、等）

・健康診査の実施内容（小児の健康診断書（入園、入学用等）の作成）

・対応することができる予防接種

・対応することができる在宅医療（小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理、在宅小児低血糖症患者指

導管理、在宅小児経管栄養法指導管理）

・対応することができる疾患・治療の内容

神経・脳血管領域（小児脳外科手術）

精神科・神経科領域（思春期のうつ病又は躁うつ病、発達障害（自閉症、学習障害等））

眼領域（小児視力障害診療）

耳鼻咽喉領域（小児聴力障害診療）

筋・骨格系及び外傷領域（小児整形外科手術）

小児領域 25



対象者別の情報提供のあり方（案） ③障害児・者、難病患者

○ 既存の都道府県の情報提供システムにおいても、音声読み上げ機能の他、障害者、車椅子利用者、

難病患者への対応状況等を検索条件に設定した情報提供が行われている。

（例）目的別検索（「いろいろな条件でさがす」等）の一つとして、「障害者・車椅子等利用者サービスでさがす」、 「対

応できる指定難病でさがす」等のボタンを設定

他の項目での検索時のオプション（一緒に検索できる）で「聴覚障害者への配慮あり」、「視覚障害者への

配慮あり」、「車椅子利用者への配慮あり」、「車椅子対応トイレあり」等のチェック欄を設定

○ 医療情報ネットにおいては、「障害児・者、難病患者」の利用者区分を選択できるボタンを設定した

上で、下記のような項目について、「障害児・者、難病患者向けの検索条件設定ページ」で選択できる

ようにしてはどうか。

（例） ※項目案は別添２

・障害者に対するサービス内容（手話による対応、音声による情報の伝達等）

・車椅子等利用者に対するサービス内容（施設のバリアフリー化の実施、車椅子等利用者用駐車施設の有無等）

・対応することができる在宅医療（中心静脈栄養、腹膜透析、酸素療法等）

・対応することができる疾患・治療の内容

皮膚・形成外科領域（唇顎口蓋手術）

精神科・神経科領域（睡眠障害、摂食障害（拒食症･過食症）、神経症性障害（強迫性障害、不安障害、パニック

障害等）、精神科ショート・ケア等）

リハビリ領域（難病患者リハビリテーション）

歯科領域（著しく歯科診療が困難な者（障害者等）の歯科治療、摂食機能障害の治療）

・対応することができる指定難病
26



○ 24～26ページまでの事務局案の医療情報ネットへの反映については、例えば、トップページで各利
用者区分のボタンを押すとページが切り替わり、新設する検索条件設定ページに移動するイメージ
で考えている。

○ 「障害児・者、難病患者向けの検索条件設定ページ」を作成した場合のイメージを次ページに示す。

【医療情報ネット トップページ（改修案）】

対象者別の情報提供のあり方（案） 医療情報ネットへの反映

高齢者

小児 障害児・者、難病患者
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■障害者に対する
サービス内容

□聴覚障害者への配慮（手話による対応） □聴覚障害者への配慮（施設内情報の表示）

□聴覚障害者への配慮（筆談など文字による □視覚障害者への配慮（施設内案内等音声
対応） 表示対応）

□視覚障害者への配慮（施設内点字ブロック □視覚障害者への配慮（点字による診療内容
設置） 等表示対応）

■車椅子等利用者
に対するサービス
内容

□車椅子等利用者への配慮（施設のバリアフリ □車椅子等利用者への配慮（車椅子等利用
ー化の実施） 者用駐車施設の有無

□車椅子等利用者への配慮（多機能トイレの設
置）

■対応可能な在宅
医療

□中心静脈栄養 □腹膜透析

□・・・

トップ＞障害児・者、難病患者に関する項目で探す（医療機関）

障害児・者、難病患者に関する項目で探す（医療機関）

【障害児・者、難病患者向けの検索条件設定ページ（案）】
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